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第１６２回宮城県都市計画審議会 

 
と き 平成２５年２月１２日（火） 

午後３時 
ところ 宮城県行政庁舎 

４階 特別会議室 

 
次  第 

 
１ 開 会 

 

２ 報 告 

第１６１回宮城県都市計画審議会議案の処理について 

 

３ 議 案 

議案第２２６９号ほか １０件 

 

４ 閉 会 
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第１６１回宮城県都市計画審議会議案の処理について 

 

決定主体 議案番号 
関 係 
市町村 

件名 処理結果 

宮城県 第 2268 号 石巻市 石巻広域都市計画道路の変更につ
いて 

平成 25 年 1 月 25 日 
宮城県告示第 66 号
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議案 第２２６９号 

 
 

栗原都市計画道路の変更について 
 
 
 

  

根 拠 条 文：都市計画法第２１条第２項において準用する 

       同法第１８条第１項 

 

都市計画案：別紙のとおり 



  

- 6 - 
 

栗原都市計画道路の変更（宮城県決定） 
 

栗原都市計画道路中 3・5・17 号金成石越線を 3・5・17 号金成若柳線に名称を改め，

ほか２路線とともに次のように変更する。 

種 

別 

名 称 位 置 区域 構 造 

備 考 
番号 路線名 起点 終点 

主な 
経過地 

延長 
構造 
形式 

車線

の数
幅員

地表式の区

間における

鉄道等との

交差の構造 

幹

線

街

路 

3･4･2 源光町

田線 
栗 原 市

築 館 伊

豆 三 丁

目 

栗 原 市

築 館 字

照 越 町

田 

栗 原 市

築 館 字

下 待 井 
 

約 

1,910m 
地表式 2車線 18m 東北縦貫自

動車道と立

体交差 1 箇

所 
幹線街路と

平面交差 2
箇所 
幹線街路と

立体交差 1
箇所 

延長の変更 

起点位置の変更

車線数の決定 

 
（変更前） 
延長：約 2,450m
起点：栗原市 

築館源光

3･4･7 石越駅

四ツ谷

線 

登 米 市

石 越 町

南 郷 字

西 門 沖 

栗 原市

若 柳字

川 北新

町 

栗 原 市

若 柳 字

川 北 欠 

約 

2,840m 
地表式 2車線 16m 幹線街路と

平面交差 3
箇所 

延長の変更 

終点位置の変更

車線数の決定 

 
（変更前） 
延長：約 3,300m
終点：栗原市 

若柳字福

岡四ツ谷

3･5･17 金成若

柳線 

栗 原 市

金 成 小

迫 原 岸 

栗 原市

若 柳字

川 北並

柳 

栗 原 市

若 柳 字

大 林 東

千刈 

約 

8,150m 
地表式 2車線 14m 東北新幹線

と立体交差

1 箇所 
東北縦貫自

動車道と立

体交差 1 箇

所 
幹線街路と

平面交差 2
箇所 

名称の変更 

延長の変更 

終点位置の変更

車線数の決定 
 
（変更前） 
名称：金成石越

線 
延長：約 9,600m
終点：登米市 

石越町南

 
「区域及び構造は計画図表示のとおり」 
 
理 由 

栗原都市計画道路において，市の将来像を踏まえ，その必要性や配置，規模等の検証

を行い，一部区間の廃止を行うもの。 



議案第２２６９号
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栗
原
都
市
計
画
道
路
の
変
更
（
栗
原
市
）

●東北職業能力開発大学校
築館中学校●

栗原都市計画全域図

築館地区

若柳地区

栗駒地区

玉沢小学校●

栗原市 （築館地区）

栗原市役所●

築館小学校●

起点　築館源光

起点　築館伊豆三丁目

終点　築館字照越町田

L
=約

2
,4
5
0m

N
=
　
－

3･
4･
2

源
光

町
田

線
L
=約

1,
91
0m

W
=1
8
m

N
=2
車

線

●宮城県築館高等学校

●栗原市立栗原中央病院

(都)一迫南線

栗原市役所

築館総合支所●

築館ＩＣ●
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議案第２２６９号

栗
原
都
市
計
画
道
路
の
変
更
（
栗
原
市
）

栗原市 （若柳地区）

栗原都市計画全域図

築館地区

若柳地区

栗駒地区
起
点

　
金

成
小

迫
原

岸

終
点

　
若

柳
字

川
北

並
柳

終
点

　
登

米
市

石
越

町
南

郷
字

舘
前

金成石越線 L=約9,600m N=　－

3･5･17 金成若柳線 L=約8,150m W=14m N=2車線

終
点

　
若

柳
字

川
北

新
町

L=約3,300m N=　－

3･5･7 石越駅四ッ谷線 L=約2,840m W=16m N=2車線

若柳金成ＩＣ●

宮城県迫桜高等学校●

栗原市役所若柳総合支所●

若柳中学校●

●若柳総合体育館

●若柳小学校

栗原市立若柳病院●

終
点

　
若
柳

字
福
岡

四
ッ
谷

浦

起
点
　
登

米
市

石
越

町
南

郷
字

西
門

沖

石越駅●
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議案 第２２７０号 

 
 

大崎広域都市計画道路の変更について 
 
 
 

  

根 拠 条 文：都市計画法第２１条第２項において準用する 

       同法第１８条第１項 

 

都市計画案：別紙のとおり 
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大崎広域都市計画道路の変更（宮城県決定） 
 

１ 都市計画道路中 3・4・203 号新町小牛田停車場線を 3・4・203 号山の神小牛田停

車場線に，3・4・204 号石巻酒田線を 3・4・204 号山の神西原線に，3・5・205 号

小牛田停車場松山線を 3・5・205 号小牛田停車場素山線に名称を改め，次のように

変更する。 

 

種 
 

別 

名  称 位  置 区 域 構  造 

備 考 
番 号 路線名 起 点 終 点 

主 な 

経過地 
延 長

構 造

形 式

車 線

の 数
幅員

地表式の区間

における鉄道

等との交差の

構造 

幹 
 
 
 

線 
 
 
 

街 
 
 
 

路 

3・4・203 山の神 

小牛田 

停車場線 

美里町 

牛飼 

字義見塚 

 

美里町 

字藤ヶ崎 

一丁目 

美里町 

牛飼 

字清水江 

 

 

 

約 

1,330m

地表式 2車線 16.0m 鉄道と 

立体交差 1 箇

所 

幹線街路と 

平面交差 3 箇

所 

名称の変更 

起点位置の変更

延長の変更 

車線数の決定 

 

〈変更前〉 

名称 

3・5・203 

新町小牛田停車

場線 

起点位置 

美里町牛飼字新

町 

延長 約2,070m

 

3・4・204 山の神 

西原線 

美里町 

牛飼 

字義見塚 

 

 

美里町 

北浦 

字下新田 

美里町 

牛飼 

字清水江 

 

 

約 

1,240m 

地表式 2車線 16.0m 幹線街路と 

平面交差 3 箇

所 

名称の変更 

起点位置の変更

終点位置の変更

主な経過地の変

更 

延長の変更 

車線数の決定 

 

〈変更前〉 

名称 

3・4・204 

石巻酒田線 

起点位置 

美里町北浦字原 

終点位置 

美里町南小牛田

字町浦 

主な経過地 

美里町牛飼字新

町 

延長約920m 
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種 
 

別 

名  称 位  置 区 域 構  造 

備 考 
番 号 路線名 起 点 終 点 

主 な 

経過地 
延 長

構 造

形 式

車 線

の 数
幅員

地表式の区間

における鉄道

等との交差の

構造 

幹 

線 

街 

路 

3・5・205 小牛田 

停車場 

素山線 

美里町 

字藤ヶ崎町 

美里町 

字素山町 

美里町 

字素山町 

約 

830m

地表式 2車線 

 

15.0m 幹線街路と 

平面交差 1 箇

所 

名称の変更 

終点位置の変更

主な経過地の変

更 

延長の変更 

車線数の決定 

 

〈変更前〉 

名称 

 3・5・205 

小牛田停車場松

山線 

終点位置 

美里町字桜木町 

主な経過地 

美里町字藤ヶ崎

町 

延長約930m 

 

 

 
２ 都市計画道路中 3・6・209 号 素山化粧坂線を廃止する。 

 

 
「区域及び構造は計画図表示のとおり」 

 

理 由 

 美里町の大崎広域都市計画道路において，都市の将来像を踏まえ，その必要性や配 

置，規模等の検証を行い，一部路線の廃止及び再編を行うもの。 
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議案第２２７０号

大
崎
広
域
都
市
計
画
道
路
の
変
更
（
美
里
町
）

3･4･204号
山
の
神
西
原
線

L=約
1,240m

W=16m
N=2車

線

3･4･204号 石巻酒田線 L=約920m W=16m N=-

起
点
　
美
里
町
北
浦
字
原

終
点

　
美
里
町
南

小
牛
田
字
町
浦

起点　美里町牛飼字新町

終点　美里町字藤ヶ崎一丁目

終点　美里町字素山町

起点　美里町字藤ヶ崎町

3
･
5
･
2
0
5
号

小
牛

田
停

車
場

素
山

線
L
=
約

8
3
0
m

W
=
1
5
m

N
=
2
車

線

起点　美里町字藤ヶ崎町

起
点
　美

里
町
字
素
山
町3

･5
･2

0
5
号

小
牛

田
停

車
場

松
山

線
L
=
約

9
3
0
m

W
=
1
5
m

N
=
-

涌谷町

美里町

小牛田農林高校●

●小牛田公園

●美里町役場

終点　美里町字桜木町

終
点
　美

里
町
字
素
山
町

3･6･209号
素
山
化
粧
坂
線

L=約
330m

　
　
W
=11m

　
　
N
=-

起
点
　
美
里
町
字
牛
飼
義
見
塚

終
点
　
美
里
町
字
北
浦
字
下
新
田

　既決定の区域

　廃止する区域

凡　　例

3
･4
･2
0
3
号

山
の
神
小
牛
田
停
車
場
線

L
=
約
1
,3
3
0
m

W
=
1
6
m

N
=
2
車
線

新
町
小
牛
田
停
車
場
線

L
=
約
2
,0
7
0
m

N
=
-

起点　美里町牛飼字義見塚

●

小牛田駅



  

- 13 - 
 

議案 第２２７１号 

 
 

白石都市計画区域，角田都市計画区域， 
蔵王都市計画区域，大河原都市計画区域， 
村田都市計画区域，柴田都市計画区域， 
川崎都市計画区域及び丸森都市計画区域 
の変更について 

 
 
 

  

根 拠 条 文：都市計画法第５条第６において準用する 

       同条第３項 

 

都市計画案：別紙のとおり 
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白石都市計画区域，角田都市計画区域，蔵王都市計画区域， 
大河原都市計画区域，村田都市計画区域，柴田都市計画区域， 

川崎都市計画区域及び丸森都市計画区域の変更 

（宮城県決定） 
 

白石都市計画区域，角田都市計画区域，蔵王都市計画区域，大河原都市計画

区域，村田都市計画区域，柴田都市計画区域，川崎都市計画区域及び丸森都市

計画区域を次のように変更する。 

 

１ 都市計画区域の名称 

  仙南広域都市計画区域 

 

２ 新たに都市計画区域に含まれる土地の区域 

  なし 

 

３ 都市計画区域から除外される土地の区域 

  なし 

 

４ 変更の理由 

仙南地域の都市計画区域は全て，市町の区域を主とした範囲で指定され，昭

和４０年代の変更を最後に見直しは行われていなかった。 

 今回，市街地の広がりや住民の生活圏域などを考慮し，今後の都市活動に必

要な土地や施設が，相当程度充足できる範囲を検討したところ，各都市計画区

域が一体の都市として整備，開発及び保全する必要があると考えられるため，

都市計画区域を統合し，１つの都市計画区域として指定するものである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



位 置 図

白
石
都
市
計
画
区
域
、
角
田
都
市
計
画
区
域
、
蔵
王
都
市
計
画
区
域
、
大
河
原
都
市
計
画
区
域
、

村
田
都
市
計
画
区
域
、
柴
田
都
市
計
画
区
域
、
川
崎
都
市
計
画
区
域
及
び
丸
森
都
市
計
画
区
域

の
変
更
（白
石
市
、
角
田
市
、
蔵
王
町
、
大
河
原
町
、
村
田
町
、
柴
田
町
、
川
崎
町
、
丸
森
町
）
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区 域 図

議案第２２７１号

都市計画区域を変更する区域 36,538ha

蔵王町

川崎町

白石市

角田市

丸森町

大河原町

村田町

柴田町村田I.C

菅生P.A

村田JCT

仙台南I.C

東北縦貫自動車道

福島県

国道286号

国道457号

国道4号

仙台市

国道113号

国道349号

都
市
計
画
区
域
を

変
更
す
る
区
域

山形県

岩沼市

名取市

亘理町

山元町

常磐自動車道

川崎都市計画区域

7,312ha

蔵王都市計画区域

4,713ha

白石都市計画区域

6,498ha

角田都市計画区域

3,612ha

大河原都市計画区域

2,501ha

仙南広域都市計画区域

36,538ha

村田I.C

丸森都市計画区域

1,927ha

東北縦貫自動車道

白石I.C

柴田都市計画区域

3,200ha

村田都市計画区域

6,775ha

阿武隈急行

角田駅

丸森駅

船岡駅
槻木駅

大河原駅

白石駅

白石蔵王駅

ＪＲ東北本線

ＪＲ東北新幹線

白石I.C

凡 例

都市計画区域を変更する区域

現行都市計画区域境界

変更後の都市計画区域名称

変更前の都市計画区域名称
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議案 第２２７２号 

 
 

白石都市計画区域，角田都市計画区域， 
蔵王都市計画区域，大河原都市計画区域， 
村田都市計画区域，柴田都市計画区域， 
川崎都市計画区域及び丸森都市計画区域 
の整備，開発及び保全の方針の変更に 
ついて 

 
 
 

  

根 拠 条 文：都市計画法第２１条第２項において準用する 

       同法第１８条第１項 

 

都市計画案：別紙のとおり 
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白石都市計画区域，角田都市計画区域，蔵王都市計画区域，大河原

都市計画区域，村田都市計画区域，柴田都市計画区域，川崎都市計

画区域及び丸森都市計画区域の整備，開発及び保全の方針の変更 

（宮城県決定） 
 

白石都市計画区域，角田都市計画区域，蔵王都市計画区域，大河原都市計画

区域，村田都市計画区域，柴田都市計画区域，川崎都市計画区域及び丸森都市

計画区域の整備，開発及び保全の方針を次のように変更する。 
 
１ 仙南広域都市計画区域の整備，開発及び保全の方針 
  別冊１のとおり 
 
２ 変更の理由 

都市計画区域の見直しに伴い，新たな都市計画区域を対象として，「都市計画

区域の整備，開発及び保全の方針」を見直すもの。 
広域的観点から各市町の役割分担と連携を行って，合理的に都市計画を進め，

各市町における総合計画，国土利用計画等基本構想の内容を踏まえると共に，

「宮城の将来ビジョン」（宮城県：平成１９年３月策定）に掲げる「富県宮城」

あるいは「コンパクトなまちづくり」の実現を視野に入れて，人口減少・少子

高齢社会に対応した持続可能な都市を形成するために変更するもの。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




